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中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 北海道（以下「道」という。）が実施する中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助 

 成金（以下「助成金」という。）の交付については、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この助成金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている道内の中小・小規模企業等の負担軽減を

図るため、省エネルギー化に資する設備の導入支援を目的とする。 

 

（定義） 

第３条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 「中小・小規模企業等」とは、次の①から④までのいずれかに該当する者とする。  

① 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条に規定する中小企業者で、道内に本店（個

人事業主は住所）を有する者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和 23年法律第 122号）第２条第５項及び同条第 13項第２号により定める事業を行う者は

除く。 

② 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）に基づき設立した事業協同組合、事業協同

小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合で、道内に主たる事務所又は事業所を有す

る者。  

③ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32年法律第 185号）に基づき設立した協業組合、商

工組合、商工組合連合会で、道内に主たる事務所又は事業所を有する者。 

④ 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）に基づき設立した特定非営利活動法人（従業

員数が 300人以下である法人に限る。）で、道内に主たる事務所又は事業所を有する者。 

（２） 「みなし大企業」とは、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とする。なお、国及び自治体

等の公的機関並びに中小企業基本法第２条に規定する資本金及び従業員数を超える海外企業につ

いては、次の①から⑤において大企業と扱う。 

 ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業 

   者 

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

④  発行済株式の総数又は出資価格の総額を①から③に該当する中小企業者が所有している中小企 

業者 

⑤ ①から③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている 

中小企業者 

（３）「道事業受給者」とは、次の①から⑦までのいずれかに該当する者とする。 

① 「製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金」に係る交付を受けた者 

② 「宿泊業環境整備緊急対策事業支援金」に係る交付を受けた、又は受ける予定である者 

③ 「漁業協同組合省エネルギー化推進事業費」に係る交付を受けた者 

④ 「施設園芸エネルギー転換促進事業費」に係る交付を受けた者 

⑤ 「林業・木材産業物価高騰緊急対策事業費」に係る交付を受けた者 

⑥ 「中小・小規模企業省エネ・デジタル環境整備緊急対策事業費補助金（デジタル技術導入）」に 

係る交付を受けた、又は受ける予定である者 

⑦ 「施設園芸生産基盤緊急支援事業費」に係る交付を受けた、又は受ける予定である者 

 

（事務局の設置） 

第４条 道は、第２条の目的を達成するため、北海道中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事

業助成金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、交付に必要な事務は事務局が行う。 
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（交付対象者） 

第５条 助成金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

（１） 中小・小規模企業等であること。 

（２） 2022年１月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、2019～2021年の同３

か月の合計売上高と比較して 10パーセント以上減少していること、又は 2022年１月以降の連続す

る６か月のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、2019～2021年の同３か月の合計付加価値額と

比較して 15パーセント以上減少していること。 

（３） みなし大企業に該当しないこと。 

（４） 道事業受給者に該当しないこと。 

（５） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号 

に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団関係団体（暴力団又は同法第２条第６号に規定 

する暴力団員と密接な関係を有する団体をいう。）に該当しないこと。 

（６） 宗教上の組織又は団体等、政治団体に該当しないこと。 

 

（導入する設備の条件） 

第６条 助成対象事業は、次の各号の全てに該当するものとする。 

（１） エネルギー消費量が年率 10パーセント以上低減すると見込まれる設備を導入すること。 

（２） 既存設備の入替えであること。 

（３） 申請する設備について、国、道、市町村等の公的機関が交付する他の補助金等の交付を受けてい 

   ないこと。 

（４） 道内に所在する施設等において設備の導入を行うこと。 

（５） 中古品の購入ではないこと。 

（６） 取得価格合計額が税抜きで10万円未満及び耐用年数が１年未満の消耗品ではないこと。 

（７）  主に従業員の福利厚生等を目的とする冷蔵庫や電子レンジ、空気清浄機、給湯器等ではないこと。

（８） 事業用自動車、事業用軽自動車、特殊用途自動車以外の車両ではないこと。 

 

（実施期間) 

第７条 助成金の実施期間は、第 12条の規定に基づく交付決定日以降とする。ただし、令和５年 12月

14日以降で交付決定の前に着手した事業については、第 10条第４項の規定による交付決定前着手の申

請の承認を受けた場合に限り、事業に着手した日以降を対象とする。 

 

（経費、助成率及び限度額）  

第８条 助成の対象となる経費、助成率及び限度額については、次の表の区分のとおりとする。 

助成対象経費 対象要件 助成率 限度額 

省エネルギー 

設備の導入経費 

 設備費 

設計費 

工事費 

 

 

○次のいずれかに該当すること。 

・2022 年１月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月

の合計売上高の減少率が2019～2021年の同３か月の合計売

上高と比較して 10パーセント～20パーセント未満 

・2022 年１月以降の連続する６か月のうち、任意の３か月の

合計付加価値額の減少率が2019～2021年の同３か月の合計

付加価値額と比較して 15パーセント～25パーセント未満 

２分の１

以内 

100万円 

○次のいずれかに該当すること。 

・2022 年１月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月

の合計売上高の減少率が2019～2021年の同３か月の合計売

上高と比較して 20パーセント以上 

・2022 年１月以降の連続する６か月のうち、任意の３か月の

合計付加価値額の減少率が2019～2021年の同３か月の合計

付加価値額と比較して 25パーセント以上 

４分の３

以内 

２ 申請者の経常的な運営経費、公租公課は助成対象経費とすることはできない。 
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（助成金の申請に係る手続方法） 

第９条 助成金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、事務局が設置する「北海道中 

小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金インターネット申請システム」（以下「申請シ 

ステム」という。）により手続を行う。 

なお、インターネットを利用した申請ができない者については、申請内容に応じて事務局に別表に定 

める書類を提出する。 

 

（交付申請等） 

第10条 申請者は、申請システムによる手続を行うか、又は別表に定める書類を事務局に提出する。 

２ 交付申請の募集は３回に分けて実施し、各回の受付期間は、道が別に定める。 

３ 申請者は、申請システムによる手続又は書類の提出に当たり、助成対象経費に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。（以

下「消費税等仕入控除税額」という。））を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において

消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

４ 助成対象事業の着手は、助成金の交付決定の通知を受けて行うものとする。ただし、事業の円滑な実

施を図る上で、やむを得ない事情により、助成金の交付決定前に着手する必要がある場合にあっては、

その理由を明記した交付決定前着手届を別表に定める書式により、事務局に提出しなければならない。 

 

（事業の変更、中止） 

第11条 第12条の規定に基づく交付決定の通知を受けた者（以下「助成金交付事業者」という。）は、当該

助成対象事業の内容を変更するときは、別表に定める様式により、あらかじめ事務局の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 助成金の額は、当初交付決定額を上限とし、上記の事情変更がある場合も、助成金の額の減額のみ認 

められる。 

３ 助成金交付事業者は、当該交付事業を中止しようとするときは、別表に定める様式により、あらかじ

め事務局の承認を受けなければならない。 

 

（交付決定の審査及び通知） 

第12条 第10条第１項に関する助成金の交付申請があった場合は、事務局が交付申請書等の内容を審査し、

交付決定を行う。 

２ 前項の交付決定は、事務局から、申請者あてに通知するものとする。また、交付を認めないときは、

その審査の結果について通知するものとする。 

３ 各募集回の交付予定額を超過する申請があった場合は、第10条第１項において提出される交付申請書

等について、道が定める採点基準に基づく採点を行い、採点順に従い上位から交付予定額の範囲内にお

いて交付決定を行うものとする。 

 

（実績報告） 

第13条 助成金交付事業者は、助成金交付の対象となる経費の支払を完了したときは、原則として、その

日から起算して14日を経過する日、又は令和７年１月24日のいずれか早い日までに、申請システムによ

る手続を行うか、又は別表に定める書類を事務局に提出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定等） 

第14条 前条の報告を受けた場合は、事務局が報告書等の書類の審査を行い、助成金交付額を確定する。 

２ 前項の助成金交付額の確定は、事務局から、助成金交付事業者に通知する。 

 

（助成金の交付） 

第15条 事務局は、前条の規定による助成金の額の確定後、助成金交付事業者に対して、助成金を交付す

るものとする。 
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（是正のための措置） 

第16条 事務局又は道は、報告を受けた助成対象事業の成果が助成金の交付決定内容及びこれに付した条

件に適合しないと認めるときは、当該助成対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきこ

とを助成金交付事業者に対して命じることができる。 

 

（交付決定の取消し、返還命令等） 

第17条 道は、次の各号に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更すること

ができる。 

（１） 助成金交付事業者が、法令、本要綱又は事務局若しくは道の指示に違反した場合 

（２） 助成金交付事業者が、助成対象事業に関して、不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合 

（３） 助成金交付事業者が、助成金を本要綱に定める用途以外に使用した場合 

（４） 交付の決定後生じた事情の変更等により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくな 

った場合 

（５） 第13条に基づく実績報告を令和７年１月24日までに終了しなかった場合 

（６） 助成金交付事業者が、申請システムによる手続の内容、又は別表に定める誓約書の各事項に違反 

   した場合 

２ 事務局又は道は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交

付されているときは、期限を付して助成金の全部又は一部の返還を命じる。 

３ 事務局又は道は、助成金等の返還を命じ、これを助成金交付事業者が納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で

計算した延滞金の納付を命じるものとする。 

４ 道は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部若しくは一部

を免除することができるものとする。 

５ 本条の規定は、助成対象事業について、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第18条 助成金交付事業者は、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税等仕

入控除税額が確定した場合には、必要に応じて別表に定める様式により道に報告しなければならない。 

２ 道は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じる。 

３ 前項の命令を受けた助成金交付事業者は、道が指定する期日までに助成金を返還しなければならない。 

 

（助成金の返還の期限） 

第19条 助成金の返還の期限については、返還の命令がなされた日から20日以内とする。 

 

（管理台帳及び書類の備付け） 

第20条 助成金交付事業者は、別表に定める様式により、当該助成対象事業に関する管理台帳及び関係書

類を備え、助成対象事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるよう整理し、助成対

象事業の完了日の属する会計年度の終了後から５年間保存しなければならない。 

２ 前項の規定により作成した管理台帳は、第13条に基づく実績報告に併せ、事務局に提出しなければな

らない。 

 

（助成対象事業の検査等） 

第21条 事務局又は道は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは助成金交付事

業者に対して報告をさせ、又は当該職員に助成対象事業が実施された事務所、事業所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 事務局又は道は、助成対象事業について、国、道、市町村等の公的機関が交付する他の補助金等の交

付を受けている疑義を認めた場合は、他の補助金事業等について、重複申請の有無を調査することがで

きる。 
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３ 前項の職員は、様式第15号による立入検査等職員身分証票を携帯し、関係者の要求があるときは、こ

れを提示しなければならない。 

 

（取得財産等の管理及び処分の制限） 

第22条 助成金交付事業者が、当該助成対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下この

条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、

助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとする

ときは、あらかじめ事務局又は道の承認を受けなければならない。 

２ 道は、助成金交付事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入

の全部又は一部を道に納付させることができるものとする。 

３ 助成金交付事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって

管理するとともに、助成金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。 

 

（その他） 

第23条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、道と事務局が協議の上、別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年（2024年）１月３１日から施行する。 

 

この要綱は、令和６年（2024年）４月 １日から施行する。 
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別表 助成金にかかる事務に必要な様式及び必要書類 

１ 助成対象事業の交付申請を行う場合（第 10条第１項関係） 

（１）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付申請書（様式第１号） 

（２）誓約書（様式第２号） 

（３）証拠書類 

  ア 見積書の写し 

・10万円（税抜）を超える場合は、２者以上の見積書 

イ 貸主承諾書の写し 

※建物にて大規模工事等を伴う場合や、賃貸借契約書に「工事等を行う場合は事前に報告す

る等」記載がある場合のみ 

ウ カタログ、仕様書等（使用エネルギー量の記載があるもの） 

エ 設置前の設置場所がわかる図面・写真 

オ その他事務局が必要と認める書類 

（４）2022年１月以降の連続する６か月のうち任意の３か月の売上高及び付加価値額のわかるもの 

   及び 2019年から 2021年の同３か月の売上高及び付加価値額のわかるもの（損益計算書、法人

事業概況説明書など） 

（５）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金 株主報告書（様式第３号）（法

人の場合） 

（６）申請対象を確認できる書類 

  ア 確定申告書別表１の写し、法人事業概況説明書の写し（表面・裏面）（法人の場合） 

  イ 決算報告書（法人の場合） 

  ウ 所得税青色申告決算書の写し（青色申告 一般のみ）（個人事業者の場合） 

  エ 収支内訳書の写し（白色申告及び青色申告(農業、現金)の場合） 

オ 履歴事項全部証明書（法人の場合） 

  カ 本人確認書類の写し（個人事業者の場合） 

   ⅰ 運転免許証（両面）（返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。） 

ⅱ マイナンバーカード（表面のみ） 

ⅲ 写真付きの住民基本台帳カード（表面のみ） 

ⅳ 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限

る。）（両面） 

ⅴ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（全ページ、カード式は両面） 

※ いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録

する住所と同一のものに限る。 

ⅰ～ⅴを保有していない場合は、ⅵ又はⅶで代替することができるものとする。 

ⅵ 住民票及びパスポート（顔写真の掲載されているページ）の両方の写し 

ⅶ 住民票及び各種健康保険被保険者証の両方の写し 

※住民票については、３か月以内に発行されたものに限る。 

（９）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付決定前着手届（様式第４号） 

   （交付決定前に助成対象事業に着手した者のみ） 

（10）その他事務局が必要と認める書類 

２ 助成金事業の変更申請を行う場合（第 11条第１項関係） 

（１）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金変更承認申請書（様式第５号） 

（２）証拠書類（上記１の（３）に同じ。ただし、変更内容に係るもののみで可） 

３ 助成金事業の中止を行う場合（第 11条第３項関係） 

（１）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金中止申請書（様式第６号） 
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４ 助成金の実績報告を行う場合（第 13条関係） 

（１）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金実績報告書兼交付請求書 

（様式第７号） 

（２）証拠書類 

  ア 請求書の写し 

イ 支払がわかるものの写し 

※口座引き落とし等の場合は銀行預金通帳の写し 

※クレジットカード払いの場合、領収書の写しとクレジットカードご利用明細書の写し 

ウ 設置後の設置場所がわかる図面・写真 

エ 設置したものの形式又は製造番号等がわかる写真 

オ 保証書等の写し 

※販売店が記載、形式、製造番号等が記されていること 

※保証書等がない場合は、納入した事業者が発行した証明書の写し（様式任意） 

カ 中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金取得財産管理台帳 

（様式第８号） 

キ 振込口座のわかるものの写し 

   ※銀行預金通帳または、キャッシュカードの写し 

ク その他事務局が必要と認める書類 

５ 消費税等仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還を行う場合（第 18条第１項関係） 

（１）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金消費税等仕入控除税額報告書 

   （様式第９号） 

６ 取得財産の処分等を行う場合（第 22条第１項関係） 

（１）中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金財産処分承認申請書 

（様式第 10号） 

 

事務局の様式 

１ 中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付決定通知書（様式第 11号） 

２ 中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金不交付決定通知書（様式第 12号） 

３ 中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付額確定通知書（様式第 13号） 

４ 中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付取消決定通知書（様式第 14号） 

５ 中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付要綱第 21条第３項の規定による

検査員の証（様式第 15号） 

 

（了） 


